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告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
九
号

平
成
二
十
三
年
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行

規
則

(

昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号)

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

平
成
二
十
三
年
二
月
十
五
日

(

火)

２

場
所

青
森
市
大
字
横
内
字
神
田
一
二

青
森
中
央
学
院
大
学

二

受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
六
日

(

月)

か
ら
同
月
十
日

(

金)

ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合

は
、
同
月
十
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
、
県
内
各
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
、
青
森
県
健
康
福
祉
部

医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ
で
交
付
す
る
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ

(

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
九
一)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
七
百
十
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十

二
年
六
月
二
十
四
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
平
内
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
白
砂
字
脇
ノ
沢
二
一
番
地
二
七
、
二
一
番
地
三
八
、
二
一
番
地
六
七
、

二
一
番
地
六
九
、
二
一
番
地
七
〇
、
二
一
番
地
七
一
及
び
二
一
番
地
七
二
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
一
〇
一
の
地
点
と
一
五
二
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十

二
年
の
春
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
五
七
四
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水

面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
一

三
等
三
角
点
中
根
山

(
北
緯
四
〇
度
五
八
分
一
六
秒
〇
七
九
九
、
東
経
一
四
〇
度
五

六
分
三
五
秒
九
五
一
四)

か
ら
八
七
度
三
三
分
一
〇
秒
一
、
六
三
五
・
五
四
メ
ー
ト
ル

の
地
点

一
〇
一
の
地
点

基
点
一
か
ら
三
二
〇
度
〇
〇
分
五
三
秒
二
六
五
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
二
の
地
点

一
〇
一
の
地
点
か
ら
三
四
二
度
二
〇
分
三
五
秒
一
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
〇
三
の
地
点

一
〇
二
の
地
点
か
ら
三
四
八
度
〇
三
分
三
五
秒
一
九
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
〇
四
の
地
点

一
〇
三
の
地
点
か
ら
三
四
九
度
一
七
分
三
二
秒
二
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
〇
五
の
地
点

一
〇
四
の
地
点
か
ら
三
四
五
度
五
三
分
五
九
秒
二
〇
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
〇
六
の
地
点

一
〇
五
の
地
点
か
ら
三
四
一
度
二
八
分
四
九
秒
七
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
七
の
地
点

一
〇
六
の
地
点
か
ら
三
三
八
度
一
〇
分
〇
一
秒
一
二
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
〇
八
の
地
点

一
〇
七
の
地
点
か
ら
三
三
四
度
四
九
分
四
三
秒
二
〇
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
〇
九
の
地
点

一
〇
八
の
地
点
か
ら
三
三
三
度
四
九
分
四
二
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
一
〇
の
地
点

一
〇
九
の
地
点
か
ら
三
三
五
度
一
五
分
一
七
秒
二
〇
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
一
一
の
地
点

一
一
〇
の
地
点
か
ら
三
三
三
度
二
一
分
三
五
秒
二
〇
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
一
二
の
地
点

一
一
一
の
地
点
か
ら
三
三
二
度
〇
〇
分
一
九
秒
一
二
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
一
三
の
地
点

一
一
二
の
地
点
か
ら
三
三
〇
度
三
九
分
三
七
秒
八
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
四
の
地
点

一
一
三
の
地
点
か
ら
三
二
八
度
三
九
分
二
六
秒
二
〇
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
一
五
の
地
点

一
一
四
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
二
〇
分
五
五
秒
二
〇
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
一
六
の
地
点

一
一
五
の
地
点
か
ら
三
二
五
度
三
三
分
四
八
秒
一
九
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
一
七
の
地
点

一
一
六
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
五
八
分
三
八
秒
一
九
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
一
八
の
地
点

一
一
七
の
地
点
か
ら
三
三
一
度
〇
八
分
五
七
秒
一
九
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
一
九
の
地
点

一
一
八
の
地
点
か
ら
三
三
六
度
四
八
分
三
七
秒
一
九
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
二
〇
の
地
点

一
一
九
の
地
点
か
ら
三
四
二
度
三
二
分
三
〇
秒
一
九
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
二
一
の
地
点

一
二
〇
の
地
点
か
ら
三
四
七
度
五
七
分
二
三
秒
一
九
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
二
二
の
地
点

一
二
一
の
地
点
か
ら
三
五
一
度
一
一
分
一
五
秒
一
九
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
二
三
の
地
点

一
二
二
の
地
点
か
ら
三
五
一
度
五
三
分
三
三
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
二
四
の
地
点

一
二
三
の
地
点
か
ら
三
五
一
度
〇
六
分
一
八
秒
二
〇
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
二
五
の
地
点

一
二
四
の
地
点
か
ら
三
四
二
度
〇
七
分
四
一
秒
二
一
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
二
六
の
地
点

一
二
五
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
三
三
分
三
三
秒
一
五
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
二
七
の
地
点

一
二
六
の
地
点
か
ら
三
一
七
度
五
三
分
五
三
秒
六
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
八
の
地
点

一
二
七
の
地
点
か
ら
三
一
二
度
一
八
分
二
〇
秒
六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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一
二
九
の
地
点

一
二
八
の
地
点
か
ら
三
〇
二
度
五
八
分
〇
七
秒
一
五
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
三
〇
の
地
点

一
二
九
の
地
点
か
ら
二
九
二
度
五
五
分
〇
九
秒
二
〇
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
三
一
の
地
点

一
三
〇
の
地
点
か
ら
二
八
九
度
一
四
分
〇
五
秒
七
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
二
の
地
点

一
三
一
の
地
点
か
ら
二
九
一
度
〇
三
分
三
〇
秒
一
二
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
三
三
の
地
点

一
三
二
の
地
点
か
ら
二
九
五
度
四
四
分
一
五
秒
一
八
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
三
四
の
地
点

一
三
三
の
地
点
か
ら
三
〇
三
度
四
六
分
〇
二
秒
八
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
五
の
地
点

一
三
四
の
地
点
か
ら
三
〇
九
度
四
一
分
五
一
秒
九
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
六
の
地
点

一
三
五
の
地
点
か
ら
三
一
八
度
三
九
分
三
五
秒
一
八
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
三
七
の
地
点

一
三
六
の
地
点
か
ら
三
二
二
度
一
八
分
三
四
秒
一
九
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
三
八
の
地
点

一
三
七
の
地
点
か
ら
三
二
三
度
一
四
分
二
四
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
三
九
の
地
点

一
三
八
の
地
点
か
ら
三
二
三
度
一
二
分
四
一
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
四
〇
の
地
点

一
三
九
の
地
点
か
ら
三
二
三
度
一
四
分
二
四
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
四
一
の
地
点

一
四
〇
の
地
点
か
ら
三
二
三
度
二
〇
分
〇
〇
秒
一
九
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
四
二
の
地
点

一
四
一
の
地
点
か
ら
三
二
四
度
〇
〇
分
五
一
秒
一
九
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
四
三
の
地
点

一
四
二
の
地
点
か
ら
三
二
五
度
四
五
分
一
一
秒
一
九
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
四
四
の
地
点

一
四
三
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
三
三
分
五
六
秒
一
九
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
四
五
の
地
点

一
四
四
の
地
点
か
ら
三
二
九
度
一
四
分
一
〇
秒
一
九
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
四
六
の
地
点

一
四
五
の
地
点
か
ら
三
二
九
度
一
六
分
五
一
秒
二
〇
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
四
七
の
地
点

一
四
六
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
五
三
分
四
六
秒
二
〇
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
四
八
の
地
点

一
四
七
の
地
点
か
ら
三
二
四
度
一
四
分
五
三
秒
二
〇
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
四
九
の
地
点

一
四
八
の
地
点
か
ら
三
二
〇
度
四
五
分
五
〇
秒
二
〇
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
五
〇
の
地
点

一
四
九
の
地
点
か
ら
三
一
六
度
五
六
分
四
六
秒
二
〇
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
五
一
の
地
点

一
五
〇
の
地
点
か
ら
三
一
三
度
一
六
分
四
八
秒
二
〇
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
五
二
の
地
点

一
五
一
の
地
点
か
ら
三
一
一
度
〇
九
分
〇
一
秒
一
三
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点

３

面
積

三
、
〇
七
八
・
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
白
砂
字
脇
ノ
沢
二
〇
番
地
五
、
二
一
番
地
二
七
、
二
一
番
地
三
八
、

二
一
番
地
六
七
、
二
一
番
地
六
九
、
二
一
番
地
七
〇
、
二
一
番
地
七
一
及
び
二
一
番
地
七
二
の

地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
二
〇
一
の
地
点
と
二
五
六
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十

二
年
の
春
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
五
七
四
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水

面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
一

三
等
三
角
点
中
根
山

(

北
緯
四
〇
度
五
八
分
一
六
秒
〇
七
九
九
、
東
経
一
四
〇
度
五

六
分
三
五
秒
九
五
一
四)

か
ら
八
七
度
三
三
分
一
〇
秒
一
、
六
三
五
・
五
四
メ
ー
ト
ル

の
地
点

二
〇
一
の
地
点

基
点
一
か
ら
三
一
九
度
五
二
分
〇
四
秒
二
五
九
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
〇
二
の
地
点

二
〇
一
の
地
点
か
ら
三
〇
度
二
二
分
五
七
秒
一
〇
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
〇
三
の
地
点

二
〇
二
の
地
点
か
ら
〇
度
一
九
分
三
七
秒
一
一
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
〇
四
の
地
点

二
〇
三
の
地
点
か
ら
三
四
八
度
〇
五
分
〇
二
秒
一
八
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点
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二
〇
五
の
地
点

二
〇
四
の
地
点
か
ら
三
四
九
度
一
七
分
一
二
秒
二
〇
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
〇
六
の
地
点

二
〇
五
の
地
点
か
ら
三
四
五
度
五
二
分
五
六
秒
二
一
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
〇
七
の
地
点

二
〇
六
の
地
点
か
ら
三
四
一
度
二
八
分
五
六
秒
八
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
〇
八
の
地
点

二
〇
七
の
地
点
か
ら
三
三
八
度
一
〇
分
一
七
秒
一
三
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
〇
九
の
地
点

二
〇
八
の
地
点
か
ら
三
三
四
度
五
〇
分
二
八
秒
二
〇
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
一
〇
の
地
点

二
〇
九
の
地
点
か
ら
三
三
三
度
四
九
分
三
二
秒
二
〇
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
一
一
の
地
点

二
一
〇
の
地
点
か
ら
三
三
五
度
一
五
分
二
〇
秒
二
〇
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
一
二
の
地
点

二
一
一
の
地
点
か
ら
三
三
三
度
二
一
分
三
〇
秒
二
〇
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
一
三
の
地
点

二
一
二
の
地
点
か
ら
三
三
一
度
二
七
分
一
二
秒
二
〇
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
一
四
の
地
点

二
一
三
の
地
点
か
ら
三
二
八
度
三
九
分
二
三
秒
二
〇
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
一
五
の
地
点

二
一
四
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
二
一
分
〇
六
秒
二
〇
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
一
六
の
地
点

二
一
五
の
地
点
か
ら
三
二
五
度
三
三
分
四
九
秒
一
九
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
一
七
の
地
点

二
一
六
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
五
八
分
〇
九
秒
一
九
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
一
八
の
地
点

二
一
七
の
地
点
か
ら
三
三
一
度
〇
八
分
三
三
秒
一
八
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
一
九
の
地
点

二
一
八
の
地
点
か
ら
三
三
六
度
四
八
分
三
八
秒
一
七
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
二
〇
の
地
点

二
一
九
の
地
点
か
ら
三
四
二
度
三
二
分
三
一
秒
一
七
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
二
一
の
地
点

二
二
〇
の
地
点
か
ら
三
四
七
度
五
八
分
〇
二
秒
一
八
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
二
二
の
地
点

二
二
一
の
地
点
か
ら
三
五
一
度
一
一
分
四
二
秒
一
九
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
二
三
の
地
点

二
二
二
の
地
点
か
ら
三
五
一
度
五
三
分
二
三
秒
一
九
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
二
四
の
地
点

二
二
三
の
地
点
か
ら
三
五
一
度
〇
二
分
二
七
秒
二
一
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
二
五
の
地
点

二
二
四
の
地
点
か
ら
三
四
一
度
五
七
分
四
〇
秒
二
四
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
二
六
の
地
点

二
二
五
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
三
二
分
一
三
秒
一
八
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
二
七
の
地
点

二
二
六
の
地
点
か
ら
三
一
七
度
五
三
分
五
一
秒
八
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
二
八
の
地
点

二
二
七
の
地
点
か
ら
三
一
二
度
一
八
分
四
九
秒
七
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
二
九
の
地
点

二
二
八
の
地
点
か
ら
三
〇
三
度
〇
六
分
二
五
秒
一
八
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
三
〇
の
地
点

二
二
九
の
地
点
か
ら
二
九
三
度
〇
一
分
四
四
秒
二
二
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
三
一
の
地
点

二
三
〇
の
地
点
か
ら
二
八
九
度
一
四
分
五
五
秒
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
三
二
の
地
点

二
三
一
の
地
点
か
ら
二
九
一
度
〇
四
分
三
〇
秒
一
二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
三
三
の
地
点

二
三
二
の
地
点
か
ら
二
九
五
度
四
五
分
二
五
秒
一
六
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
三
四
の
地
点

二
三
三
の
地
点
か
ら
三
〇
五
度
二
二
分
〇
七
秒
一
二
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
三
五
の
地
点

二
三
四
の
地
点
か
ら
三
一
七
度
五
九
分
三
四
秒
二
〇
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
三
六
の
地
点

二
三
五
の
地
点
か
ら
三
二
二
度
一
八
分
四
二
秒
一
九
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
三
七
の
地
点

二
三
六
の
地
点
か
ら
三
二
三
度
一
四
分
二
四
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
三
八
の
地
点

二
三
七
の
地
点
か
ら
三
二
三
度
一
二
分
四
一
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点
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二
三
九
の
地
点

二
三
八
の
地
点
か
ら
三
二
三
度
一
四
分
二
四
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
四
〇
の
地
点

二
三
九
の
地
点
か
ら
三
二
三
度
二
三
分
四
八
秒
一
九
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
四
一
の
地
点

二
四
〇
の
地
点
か
ら
三
二
三
度
五
七
分
〇
七
秒
一
九
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
四
二
の
地
点

二
四
一
の
地
点
か
ら
三
二
五
度
三
六
分
四
四
秒
一
九
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
四
三
の
地
点

二
四
二
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
三
九
分
三
七
秒
一
九
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
四
四
の
地
点

二
四
三
の
地
点
か
ら
三
二
九
度
一
三
分
五
一
秒
一
九
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
四
五
の
地
点

二
四
四
の
地
点
か
ら
三
二
九
度
一
八
分
四
五
秒
二
〇
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
四
六
の
地
点

二
四
五
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
五
四
分
一
〇
秒
二
一
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
四
七
の
地
点

二
四
六
の
地
点
か
ら
三
二
二
度
五
五
分
〇
八
秒
二
一
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
四
八
の
地
点

二
四
七
の
地
点
か
ら
三
二
二
度
〇
六
分
二
四
秒
二
一
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
四
九
の
地
点

二
四
八
の
地
点
か
ら
三
一
六
度
五
六
分
四
四
秒
二
一
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
五
〇
の
地
点

二
四
九
の
地
点
か
ら
三
一
三
度
一
七
分
〇
七
秒
二
一
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
五
一
の
地
点

二
五
〇
の
地
点
か
ら
三
一
一
度
〇
九
分
一
四
秒
一
四
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
五
二
の
地
点

二
五
一
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
二
四
分
四
一
秒
二
三
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
五
三
の
地
点

二
五
二
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
二
二
分
〇
二
秒
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
五
四
の
地
点

二
五
三
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
二
二
分
〇
六
秒
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
五
五
の
地
点

二
五
四
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
二
二
分
一
〇
秒
三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
五
六
の
地
点

二
五
五
の
地
点
か
ら
三
〇
二
度
二
三
分
四
七
秒
五
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
六
、
一
七
四
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

道
路
用
地

青
森
県
告
示
第
七
百
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

昭
和
三
十
六
年
二
月
二
十
一
日
青
森
県
告
示
第
百
十
号
を
も
っ
て
指
定
し
た
加
入
区
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
そ
の
指
定
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

昭
和
三
十
六
年
二
月
二
十
一
日
青
森
県
告
示
第
百
十
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

表
中

｢

｣

を｢

｣
に
改
め
る
。

二

昭
和
三
十
六
年
二
月
二
十
一
日
青
森
県
告
示
第
百
十
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

表
中

｢

｣

を
削
る
。
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十
三

北
津
軽
郡
市
浦
村

(

た
だ
し
、
大
字
脇
元
大
字
磯
松
を
除
く
。)

及
び
北

津
軽
郡
中
里
町
の
区
域

十
三

五
所
川
原
市
十
三
、
相
内
、
太
田
、
脇
元
、
磯
松
及
び
北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
今
泉
字
布
引
、
今
泉
字
唐
崎
、
薄
市
字
沖
原
、
薄
市
字
飛
石
、
田
茂

木
字
若
宮
、
高
根
字
小
金
石
、
大
沢
内
字
海
原
及
び
深
郷
田
字
富
森
の
区

域

脇
元

北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
脇
元
お
よ
び
大
字
磯
松
の
全
区
域
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青
森
県
告
示
第
七
百
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日
を
も
っ
て
指
定
漁
船
を

普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
が
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

肥
料
登
録
の
失
効

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
肥
料
の
登

録
は
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
川

守
田
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

農
業
用
河
川
工
作
物
応
急
対
策
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

三
戸
町
役
場

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

丸
井
運
輸
機
工
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

荒
川

春
松

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
井
戸
頭
一
四
四
の
三
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
六
一
四
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

機
械
器
具
設
置
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。
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加
入
区
の
名
称

脇

元

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

二
五
〇
号

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

５
３
・
０
炭

酸
カ
ル
シ
ウ

ム
肥
料

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

日
鉄
鉱
業
株
式

会
社

東
京
都
千
代
田

区
丸
の
内
二
丁

目
三
の
二

� �

(

発
行
所
・
発
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